
平成23年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その３ 

平成23年９月15日（木） 

                                          

 

 日程第19 議案第８号 橋本市暴力団排除

条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第19 議案第８号 

橋本市暴力団排除条例について を議題とい

たします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）橋本市暴力団排除条例

についてお尋ねいたします。第２条において、

今回、条例の中で定義を置かれているんです

けれども、この（４）で「市民等」というこ

とで、「市民及び事業者をいう。」と、ほかの

橋本市の条例の中で、市民と事業者、それと

「市民等」を定義で置かれている条例はほか

にございますか。まず、この一点。 

 ２点目としては、市民とは具体的にどこを

指しているのか。それと、事業者とは何を指

しているのか。 

 それと、最後に４点目として、第６条の措

置とは、具体的にどのようなことを講じられ

るのかということをご説明お願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）49ページと52ページで

すね。 

 総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）「市民等」と定義を

改めて設けている条例があるのかということ

でございますが、私の記憶の中ではなかった

かと思います。 

 そして、この市民の定義でございますが、

この市民というのは、この市内に住所を有す

る者、いわゆる住民票の登録のある者という

ことだけではなく、多くの市内から市外へ出

られたというか、市内に関連する方を含むと

いうふうな解釈ということで、県の県民の解

釈と同様に考えております。県条例での県民

の解釈でございます。 

 次に、事業者ということでございますが、

事業者というのは同種の行為を反復・継続・

独立して行う、そういう事業を行っている、

それを事業者ということで定義をしておりま

す。 

 すいません、もう一点、51ページでしたか。 

（「第６条」と呼ぶ者あり） 

○総務部長（那須浩二君）第６条のどの点で

したか、もう一度、申しわけございません。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）どのような措置を

講ずるかという、次に掲げるということでご

ざいますが、契約等におきまして暴力団の排

除、もしくは第２項では下請のとした場合の

契約の解除を含めたことを、現在は下請を設

けた場合、契約の解除ということは、橋本市

建設工事等暴力団排除対策措置要綱の中では

暴力団の関係者を使用してはならないという

ような定義付けはあるんですが、明確な定義

付けがございません。よって、この条例が制

定されれば、契約書の中で下請等を設けた場

合は、契約の解除要綱を設けてまいりたいと、

そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）一つ目の質問は、ほか

に定義置かれてますかというふうに、ちょっ

と聞かせていただきましたけれども、今回の、

この暴力団排除条例だけが、この定義で細か

く市民を定義付けていることになりますよね。

本来こういったものというのは、市民がだれ
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で、事業者がだれでというのを、包括的に定

義付けを置く必要性があると思うんです。は

っきり言いますと、自治基本条例であったり

とか、こういった部分で一番中心となる条例

があってこそ、この市民の定義付けというの

が明確に出されてくるはずなんですけれども、

今回、この排除条例でこの定義を置くという

部分で、こういった地方自治の一番根幹とな

る条例、自治基本条例であったりとかが置く

べきだと思うんですけれども、この点に関し

て、どのように思われているか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）先ほどの県民並び

に事業者の分、言葉足らずで申しわけござい

ません。市民という定義でございますが、改

めてご説明をさせていただきたいと思います

が、まず、やはり市民、市内に住所を有する

方、当然この方は市民ということでございま

す。それ以外に、いわゆる生徒、学生という

ことで市内へ通学されております。学校教育

法の学校での教育指導ということも、この条

例の中でうたっておりますので、その方も対

象としておりますということでございます。  それと、先ほど、市民と事業者のことに関

して説明してくださいと申しましたけれども、

今の答弁でいくと、県の条例で県民をあらわ

しているのと同等であると。市にはないんで

すよね。市民をしっかりと定義付けるべきで

はないでしょうか。というのも、ここ、ちょ

っとこの暴力団排除条例に関しては、市内に

住んでいるだけではなくて、通勤もしくは通

学する個人も指すべきじゃないでしょうか。 

（「条例たくさんあります。どの条

例ですか」と呼ぶ者あり） 

○総務部長（那須浩二君）第９条で、学校教

育法第１条に規定する学校という形で学校等

をうたっておりまして、こちらのほうでの教

育指導ということでうたっておりますので、

これらも対象というふうに考えております。 

 次に、事業者でございますが、事業者にお

きましては、個人事業者または法人、これは

いずれも事業者というふうに考えております。 

 それと事業者に関しても、これは法人とい

う形、それと商店であったりとかも事業者と

みなせるかと思いますので、これは事業を行

う個人もあらわすはずです。それと、その他

の団体というのもございます。こういった部

分で、不明瞭な条例を今つくってしまうとい

うことについて、どのようにお感じなのか。

これからどのように対応されていくのかを再

質問させていただきます。 

 そして、第６条で言われました、現在市の

条例・要綱等でということでございますが、

現在、暴力団の排除に対しましては、橋本市

建設工事等暴力団排除対策措置要綱並びに橋

本市建設工事契約に係る指名停止基準等を設

けて、暴力団に関しては契約を締結しない旨

の要綱を定めております。改めてこの下請関

係におきまして、要綱なり基準に追加してい

くかということにおきましては、各委員会の

ほうでこの条例が制定されますと、検討させ

ていただきたいと思っています。なお、契約

書のほうには、先ほども申し上げましたが、

その解除要綱をうたってまいりたいと思って

おります。 

 それと、４点目の質問、措置に関してです

けれども、これは先ほどの部長の答弁で契約

に関して触れられましたよね。私も契約だと

思うんです。契約に関しては、市は規則を置

いておられます。この契約事務規則自体にも、

今回のこの条例の措置部分を置いておく必要

性があると思うんですけれども、今後、この

規則に追加されるお考えはあるかどうか、ご

答弁をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）ほかにございませんか。 
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 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）第１条の２行目、「大き

な脅威となっている現状に鑑み」とあります

が、大きな脅威というのは、具体的にはどう

いうことを指しておられるのか説明いただき

たいと思います。 

 それと、50ページですけど、第４条の第１

項、２行目で、「暴力団排除に関する施策を総

合的に策定し、推進する責務を有する。」と、

具体的にはどのような施策を考えておられま

すか。 

 次、53ページなんですけども、第７条のと

ころで、53ページの上、「当該公の施設の使用

の承認について定める他の条例の規定にかか

わらず、当該条例の規定に基づく使用の承認

をせず、又は当該使用の承認を取り消すこと

ができる。」と。このとき、これは裁量で取り

消さなくてもよいと。使用の承認をしてもよ

いというような裁量の余地がある規定だと思

うんですけども、これによれば、このとおり

だとすれば、直接担当する人、判断する人、

あるいは市長とか教育長、その他の法人の代

表者、これらの人がしんどいと。やっぱり社

会的に脅威を感じるような団体からこういう

ことをやりたいと言われたときに、だめだと

言うのはしんどい。こういう裁量の余地を残

すということは、しんどければ安易なほうに

流れる。自分が楽なほうに流れる。というこ

とは、暴力団の有利なような判断をする危険

性が極めて強い。したがって、これは使用を

承認してはならないというべきであるし、取

り消すことができるじゃなくて、取り消さな

ければならない、と。そしたらはじめから契

約するときに、これは暴力団には使用させま

せんと。もし、途中でわかったときでも、取

り消しますよと、そういう内容で契約すれば、

途中でわかれば取り消せると。 

 ということは、はじめからこういう、はじ

めはだまして、偽装しても、途中でわかれば

取り消せるとなれば、申し込んでこない。事

前抑制の機能もあると私は考えます。もし、

市長とか教育長、あるいはほかの公の団体が、

裁量で認めてもよいと。これでは認めてもえ

えことになる。取り消さなくてもええことに

なってますよね。そしたら、いろんな事例が

出てきて、あの場合には認めた。あの団体は

認めてる。教育委員会は認めている。市長は

認めた。今はどうしてこれ、だめなんだと。

そういうことで突っ込んでこられたら、なか

なか担当者、判断者としては拒否できない。

それだけ腹くくって担当する人は、僕はいな

いと思うので、頼りない人ばっかりだったら、

はじめからそれでも負けないような制度をつ

くっておかないとだめだと。 

 恐らく、これは市職員がつくったんじゃな

くて、県庁からこれでやっておきなさいよと

いうて例文もらって、そのまま出していると。

そういうことだと私は勝手に推測するんです

けども、やはり、社会の脅威となっている暴

力団に対抗して市民を守る、団体を守る、事

業主を守るという観点からは、こんな生易し

いことで本当に目的達成できるんですかね。

だれが市長になっても、これはだめなんだと。

条例でこうなっているからだめなんだと、は

っきり明快に言えるような形にしておかなけ

れば、極めて危ういと考えます。 

 そしてもう一つは、第９条の、これは教育

委員会と関連すると思うんですけども、54ペ

ージ２行目から３行目、「暴力団に加入せず、

及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよ

うにするための教育が必要に応じて行われる

よう、適切な措置を講ずるものとする。」と、

これは教育委員会としては、どういう具体的

な措置を考えておられるんですか。 

 以上、何点かについてご答弁願います。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 
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○総務部長（那須浩二君）多くのご質問をい

ただきまして、万が一抜けたところがありま

したら、改めてご指示いただければと思いま

す。 

 まず一番最後のところから入らせていただ

きたいと思います。第９条におけます適切な

措置ということでございますが、これは小学

校、中学校、高等学校等におきまして、教育

委員会が必要に応じて教育がなされるよう指

導を行うことや、適切な教育が実施されるよ

う、講師として警察職員等の派遣を依頼する

ことなどということでの措置ということでご

ざいます。 

 次に、第７条でしたか、これができる規定

になっているということでございますが、で

きる規定となっておりますのは、暴力団員風

の方が施設の利用を申し込んだからといって、

その段階で直ちに暴力団員であると判断する

ことは困難でございます。また、暴力団員と

いえども、個人的な利用や家族での飲食利用

等ということの、家族での利用という場合が

ありましたら、これを制限できるものではな

いのではないかということでございます。 

 そして、この運営に資することになるとい

う中で、実際、実務上は判断するのはなかな

か、最終的に判断するのは管理者ということ

になるのでございますが、判断するのはなか

なか難しい中で、施設管理者から警察への相

談、照会を行いまして、警察が保有している

暴力団員等該当性情報や捜査結果等々、突合、

分析をいただいて、疑わしい場合はこの結果

を踏まえて施設管理者、そして警察と協議の

上、判断をするということになってございま

す。 

 次に、第４条の暴力団排除に関する施策を

総合的に策定し、ということでございますが、

これはいわゆる暴力団排除における教育等の

ための措置や知識の普及を図るというような

形でございます。 

 そして、最初の第１条の、大きな脅威とい

うことでございますが、これは社会的ないろ

んな事件等で起きました中で脅威が出てくる。

そして、いわゆる薬物等の関係とか、そうい

うことが現状出ておりますということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）教育委員会としての見

解をまだ聞いていません。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）ここでいう、教育が

必要に応じて行われるよう適切な措置を講ず

るものとするということにつきましては、子

どもたちが規範意識を高める、あるいは暴力

団からの被害を受けないように警察職員から

直接指導を受けたり、あるいは警察からもら

った情報をもとに、教職員が子どもたちに指

導する、そういう場合が考えられると思って

ございます。 

 現在、こういった内容に対応する取り組み

として、和歌山県の警察本部に生活安全部少

年課に少年サポートセンターというのが設置

されてございます。そこが行う事業として、

キッズサポートスクールということで、希望

する学校、小学校、中学校、対象は小学校２

年生と５年生と中学校１年生に、そこの警察

職員が直接学校に出向いてクラスごとに指導

していただけるという、そういう活動に取り

組んでいただいています。これがまず小学生、

あるいは中学生が警察職員から指導を受ける

一つの機会でございます。 

 それともう一つ、橋本市におきましては、

学校警察青少年センター連絡協議会というの

を設置して、年３回、定期的に開催してござ

います。そこで学校関係者、小学校、中学校、

高等学校、この代表者が出てくるんですけど
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も、警察と情報交換したり、あるいは話し合

ったりする機会でございます。そういった機

会を利用しながら、情報をいただいて各それ

ぞれの学校の子どもの指導に資するというふ

うなことが、適切な措置かと思ってございま

す。 

 ただ、緊急を要する場合につきましては、

その都度、警察から情報をいただく。状況に

よっては警察から直接子どもたちに指導して

いただく。情報に基づいて教職員が指導する。

そういう緊急な対応も状況によっては必要か

と思ってございます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）ありがとうございまし

た。先ほどの、特に第７条の任意規定を義務

規定にすべきだという話なんですけども、暴

力団にも個人的な権利があると。家族と一緒

に飯食べる行為をすることは、それはそうで

す。今ここで、この制度自体が何を問題とし

ているか。暴力団が市民に脅威となっている、

その利益を図るようなことがあってはならな

いという話でしょう。そうだとすれば、この

第７条というのは、暴力団とわかった時点の

話をしているんでしょう。暴力団風の人がど

うのこうのという話じゃなくて、これが暴力

団とわかった場合には認めないとか、契約を

取り消すとか、そういう話を私はしているん

です。そういう話になれば、やはり現場の判

断者、対応する人、あるいは最終的な決定を

する人、この人にしんどい思いをさせなくて

も、これは取り消しますよと。途中でわかっ

ても取り消しますよと。それだけでも大きな

抑止力になる。これは途中でわかったら取り

消されるから、はじめから利用を申し込まな

いでおこうと。例えば、市民会館とかアザレ

アホールとか、いろんな公の施設を利用する

ということが問題となっている、これの話で

しょう。そうだとすれば、総務部長の答弁は

的外れですよ。 

 それと、義務規定、取り消さなければなら

ない、あるいは認めてはならないと、こうい

うことにすることについて、市長のご判断を、

私は、これは橋本市が暴力団の食い物になる

かどうか、そういう話なので、適当に流して

ええ話違うんですよ。市長のご見解を受けた

いと思います。 

○議長（井上勝彦君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）松浦議員の質問にお答

えしたいと思いますが、暴力団排除条例の問

題、これは今、９月議会で県下一斉に提出し

て議論を重ねておる状況でございまして、こ

れは地域によって防災対策の条例とか何でと

かいうと、それぞれの個性はありますけど、

地域差はありますけども、この問題について

は県条例も既に終わっておるわけであります

が、市としましても十分時間をかけて、そし

て県下９市との意見交換も重ねながら、統一

的と言いますか、橋本市だけ特殊なもんやと

私は考えてございません。あらゆる角度から

煮詰めた上で、間違いのないもの、そういう

ものを精査した上で、ひとつ議論を講じてい

ただくということが望ましいと思うわけでご

ざいます。 

 また、万一にも今後のこの排除条例で、や

はり不十分な部分があるとすれば、その都度

慎重に、速やかに条例改正を進めていく。そ

ういうことでございまして、よそとの格差は

あまりあるべきものでもない。私はそう判断

をいたしてございます。十分検討の上に検討

を加えた上での条例であるということの自信

を持ってございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）これは大変結構なこと
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で、かなり締めつけがきついので、結構なこ

とだと思います。ただ、今まで、さっきから

も出てきてますけども、暴力団風という表現

がありましたけども、その筋の方には、あ、

そうやなと見えるものがあったと思うんです。

しかし、これだけきつくなってくると、見分

けがつかなくなってくると思うんですよ。だ

ったら地下へ潜るというんでもないけども、

マフィア化してしまってわからなくなると。

そういった、気がついたらえらいもめごとに

なっていたとか、そういうふうにならないと

も限らない。そういったご認識は当局にある

のか。前のお三方、どなたでも結構ですけれ

ども、そういった考えをお持ちかどうかお伺

いしたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）理事。 

○理事（吉田長司君）確かに入札の関係で、

暴力団の排除ということで、要綱でやってお

ります。そんな中で一番問題になるのが、暴

力団の定義の中に入るか入れへんかというの

でございます。ということで、現在やってい

ますのが、警察のほうへ照会をかけましての

話になります。それで即日にわかるというこ

とじゃないようでございます。そういうこと

で、過去５年前までは暴力団であっても、５

年間たったら暴力団でないという定義も、暴

力団の法律の中であるようでございます。と

いうことで、暴力団まがいと暴力団であると

いうことの仕分けというのが非常に難しい。

法律的に言いましたら、そういうことになっ

ております。ということで、うちのほうでも

常に警察と連絡をとりながら、照会をかけな

がらやっているというのが現状でございます。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）ちょっと答弁の方向が

違うと思うんですけれども、要するに、一般

的に生活していて、入札とかに関係なく、暴

力団の人と見分けがつかないということにつ

いて、つかなくなるというおそれがあると。

これだけ締めつけると。そういった考えとい

うか、そういう認識をお持ちかどうか。わか

らなかったら仕方がないんだけども、そうい

う可能性というか、わからないということの、

私なんかかえって心配しているわけですわ。

暴力団、だいたいそのような格好をされてる

じゃないですか。あ、もう問題起こすまいと。

一歩も二歩も引きますけれどもね。こういっ

たことを締めつけて、締めつけて、締めつけ

てやってしまうと、地下組織化してしまって、

恐らく見分けがつかなくなってしまうと思う

と。問題を起こした場合に、暴力団だったと。

さあどうしようという格好で、この条例等を

つくることによって、そういうことになって

しまわないかという心配があるんです。そう

いう認識はお持ちですかということです。 

○議長（井上勝彦君）理事。 

○理事（吉田長司君）ちょっと答弁が違って

ましたようで、この条例ができる、できやん

にかかわらず、現在でも見分けはしにくいで

す。ということで、これができたから地下へ

潜ったということじゃなしに、現在、暴力団

じゃないものにそういうことをしてしまうと

いうことは、これはまた問題になりますし、

それを適用できるか、でけへんかというのが

一番問題かなということで、法律に関係なし

に、この法律をつくる、つくらない関係なし

に、現在でも暴力団と言えるか言えないかと

いうことについては、難しい問題が現在もあ

ります。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）私はこの条例自体に対

してはあまりないんですけども、最後に規則

委任が必ず出てきます。新規条例でも、どの

条例でもね。これは以前にも申し上げたこと

があるんですけども、条例だけでなくて、条
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例の規則を見てはじめてその条例がわかると

いうことがあるんですね。それと、規則は実

際の細則を決めるということなんですけども、

そこに結構重要な条項が含まれるということ

があります。ですので、確かに議案として出

すべきものではないんですけども、特に新規

条例を出されるときには、規則もともにお出

ししていただきたいと。私、何回か申し上げ

たことがあると思いますが、この点について

ご見解をお示しいただきたいと思います。確

かに時期的に難しいのはわかるんですけども。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）ただ今、この暴力

団排除条例につきましては、先ほど市長のほ

うからも答弁ありましたように、県下並びに

全国的に今制定をされているところでござい

ます。県下の多くもこの９月でほとんどの自

治体が上程をされておると聞いております。

そういうことで、条例の制定ということでご

ざいますが、規則、細則、要綱等につきまし

ては、現在のところ、まだ考えておりません。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）提出時期の話が、とり

あえず条例を先につくって、規則とか細則と

いうことになっていく手順はわかるんですけ

れども、これが承認案件にならないというと

ころが、ものすごく問題があるところなんで

す。その細則と言いますか、運用の仕方、規

則、細則が、これが大事な部分になってくる

ので、今後も承認案件でないといたしまして

も、議会にできるだけ示していくようにして

いただきたいと思うんですが、この点に対し

て、この条例についてもそうですけども、そ

れ以外の条例についてもお考えはどうでしょ

うか。 

○議長（井上勝彦君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今の中西議員の

ご質問にお答えをさせていただきます。確か

に、規則ができておれば、当然これまでもセ

ットで付託された場合も含めまして、出させ

ていただいていると思いますし、今回は、ま

だそれよりも統一的に、まず条例をという方

向ですので出しておりませんが、今後もそう

した姿勢でまいりたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第８号に

つきましては、総務委員会に付託をいたしま

す。 

                     

 日程第20 議案第９号 橋本市立小学校及

び中学校設置条例の一部を改正

する条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第20 議案第９号 

橋本市立小学校及び中学校設置条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第９号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの
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で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 橋本市立小学校及び

中学校設置条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第21 議案第10号 橋本市立幼稚園設

置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第21 議案第10号 

橋本市立幼稚園設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ちょっと条文の中です

けれども、第１条の３、「預かり保育料の額は、

日を単位とし、子ども一人当たり日額500円と

する。」とありますけれども、こども園を含む

保育所との整合性はどのようになっているか、

ご説明をお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）教育次長。 

○教育次長（山本芳弘君）こども園における

短時間児の預かり保育につきましては、平成

21年４月から高野口こども園が開園しており、

その時点からこういう形で預かり保育を実施

しており、１日500円ということで運用してお

りますので、今後については同じ短時間児、

片一方は幼稚園児になるんですけども、同様

というふうな形となります。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第10号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第22 議案第11号 橋本市立保育所条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（井上勝彦君）日程第22 議案第11号 

橋本市立保育所条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）この条例の一部改正は、

幼保一元化５カ年計画に基づいて、すみだ保

育園、隅田幼稚園とが統廃合して、すみだこ

ども園になるということでの改正なんですけ

れども、共産党としましては、この幼保一元

化５カ年計画については、もうずっと反対を

してきてますし、また、これを進めるという

ことは、公的保育の放棄につながるのではな

いかなというふうに心配をしております。 

 また、これからまださらに、計画では３園

のこども園をつくるということになっていま

すが、そのことによって、それプラス今また

子育て支援システムということが検討されて

きています。それとあわせて、余計にどの子

も健やかにというか、保育を受けられるよう

な条件が、例えば所得の差によって条件が変

わってきたりとかということにならないかと

いう心配もするんですけれども、これからの

こども園計画によって、保育に差がつくよう

なことがないかどうかお尋ねいたします。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）幼保一元化５

カ年計画、こども園の計画を現在進めており

ますけれども、この条例はすみだこども園開

設に伴い、すみだ保育園を廃止し、住所を変
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更するものでございますけれども、幼保一元

化５カ年計画というのは、今まで以上のより

よい保育をめざすという観点に立って、それ

と働くお母さんの保育に欠ける部分、あるい

は欠けない方についても、子どもの養育環境

として同一のシステムを提供するという観点

から進めておりますので、今まで以上のより

よい保育ができるものと確信しております。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今まで以上によりよい

ものということで言えば、先ほどの短時間児

の預かり保育の500円というのも、矛盾が出て

きていると思うんです。短時間児と長時間児

が同じ園でいてるということで、今まででし

たら短時間児は夏休みがあったと。でも、今

は一緒のところで保育をされているので、な

ぜ短時間児は夏休みがあって長時間児はない

のかとか、そのいろいろと一緒にしたことに

よって、また矛盾も、これからさらに預かり

保育の点でいっても出てくるんではないかな

と思うんですけれども、それと、子育て支援

システムになれば、今は措置ですけれども、

その措置制度が契約に変わっていく。 

 また、今でしたら保育園は所得に応じた保

育料ですけれども、それが時間によって保育

料が変わってくるというふうなことも言われ

てますので、それを民間ばかりで受け持って

いくということになっていけば、結局、お金

のある、所得のある家庭の子どもさんは受け

入れるけれども、預けられるけれども、所得

の低いというか、それだけの保育料を払えな

い家庭の子どもさんは行くところがなくなる

ということにつながらないかなという心配を

するわけです。 

 そういうところからいっても、このこども

園計画を進めていくということは、本当に今

以上に良い保育を追及する、できるんだとい

うことですけれども、本当にそのように考え

られているんでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）新しい保育シ

ステムは、国のほうからいろいろ検討してい

る内容について報道等で拝見するわけですけ

れども、まだきちんとしたもの、どういう方

向になるか私自身もつかめておりません。 

 それと、こども園なんですけれども、同じ

地域の子どもたちが、親の働いているか働い

ていないかということによって行く施設が違

う、働いているお母さん、お父さんのいてる

ところについては保育所、働いてない方につ

いては保育所に行こうにも行けないと。幼稚

園へ行くと。教育的な観点も保護者の方、そ

れぞれ考え方という部分もあるんですけれど

も、そういうことじゃなくて、地域の子ども、

同じ施設へ行ってもらっていいんじゃないか

と。同じ小学校へ行くのと同じ感覚で、就学

前の養育環境を提供できればいいのじゃない

かということでこども園があります。 

 こども園の特色の一つとしまして、お母さ

んが働いてなくて、短時間児のほうへ、幼稚

園の教育のほうへ子どもさんを入れたと。そ

して、働きだしたらまた今度は保育園のほう

へ行くんですけれども、保育園のほうは園に

よっては定員いっぱいで入れないというよう

な状況もございます。それら働くようになっ

ても、あるいは働きをやめても、同じこども

園の中で転園ができる、転園というか同じ施

設の中で長時間児から短時間児、短時間児か

ら長時間児へという移行ができるわけなんで

すね。施設を変わる必要がないと。せっかく

友達をつくっても、園を変わるというのは子

どもたちに非常にリスクが、負担になります

ので、そういうことを避けたいと。そして、

地域の同じ小学校へ行ける環境を提供したい

というのが一つの大きな柱でございますので、

そういった観点から、非常に子どもたちにと
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っても、お母さんにとっても、今まで以上に

利益があるんじゃないかと思っております。 

 それと、運営を私立に任せてしまうという

ことなんですけれども、あくまで公立園とし

てこども園計画を進めております。最終的な

保育の責任につきましては、リスク分担とい

う、役割分担はあるんですけれども、最終的

な保育の責任については市が負うと。そうい

うことで、一つの約束事で進めておりますの

で、そういった環境でお互い運営法人と話を

していければ、情報交換、意思疎通をしてい

ければ、今まで以上の保育が見込めると、そ

ういうように思っております。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第11号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより、討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第11号 橋本市立保育所条

例の一部を改正する条例について を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議がありますので、

起立により採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 

 よって、議案第11号は原案のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第23 議案第12号 やどり温泉いやし

の湯設置及び管理条例の一部を

改正する条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第23 議案第12号

やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）平成23年10月１日を平

成24年３月２日に変更ということなんですけ

ども、約５カ月遅れるということなんですけ

ども、その遅れるに至った主な理由、地震等

の関係もあるとは思うんですけども、その辺

の理由をまず教えていただけますか。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問に

お答えをさせていただきます。 

 やどり温泉いやしの湯の施設につきまして

は、これまで平成23年10月の開業をめざして

工事を行ってきました。その中でやむを得な

い追加工事と、先ほど議員がおっしゃられま

した東日本大震災の影響による工事資材の納

入の遅延等のため、工期を延長することにな

りました。施工の現場は10月中旬に竣工する

予定でございますが、その後、営業を行うた

めの法的な手続き等に期間を要する中で、営

業開始は早くても来年の１月になると思われ

ます。冬季の閑散期に営業するのは指定管理
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者の意欲的なものを損なう懸念もあることか

ら、集客につながる適正な開業時期を検討し

た結果、平成24年の春、３月２日に開業する

のが望ましいと判断をいたしました。このこ

とから、やどり温泉いやしの湯設置及び管理

条例の施工期日を改正したいと思います。 

 なお、開業につきましては３月１日ではな

く３月２日といたしましたのは、金曜日を開

業日とし、翌土・日曜日に、週末にオープニ

ングイベントを予定していることからでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 そのやむを得ない追加工事等のお話は、多

分これ、請負の金額が変更になっている部分

で、また聞けばわかるとは思うんですけども、

ちょっと一点、よくわからなかったんですけ

ども、地震等によって明確に工事が遅れてと

いう部分も今の答弁の中にはあったとは思う

んやけども、仕方のない理由で開業時期が遅

れるのはいたし方ないとしても、ただちょっ

と一点引っかかるのは、約５カ月もの遅れと

いう中に、一番の問題は、工事の遅れも含ま

れて、プラスアルファ地震の影響も受けて５

カ月遅れてるんかなというのがちょっと、も

しそうやったら問題ありかなと思ったので質

問さしてもうたんです。例えば、地震の影響、

追加工事の影響もあると今聞いたので、半分

は理解しておるんですけども、もしこれが地

震だけの遅れで５カ月も遅れるとは、ちょっ

と考えにくいんです。まあ言えば、地震発生

から半年ちょっとたちましたけども、という

ことは５カ月間工事してなかったんかという

わけでもないので、その辺の整合性というか、

その辺はどういった理由で、その追加工事も

含めて、すべてにおいて５カ月遅れるという

調査というか、認識はきっちりされているか

どうかというのだけ確認させていただきます。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 工事的には、10月中旬に竣工されます。そ

の中で、冬季の、冬のお客さんの少ない時期

等について、このやどり温泉を開業するにつ

いては、先ほどもご答弁させていただきまし

たが、指定管理者の意欲等を損なう関係もあ

りまして、気候のいい春にということの中で、

３月に開業させていただきたいということの

中で、今回の条例を改正させていただきます

ので、全部が５カ月がそうという形ではござ

いませんので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第12号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第12号 やどり温泉いやしの

湯設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 この際、午後１時まで休憩をいたします。 

（午前11時52分 休憩） 
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